
 高知県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 

 

第１～第２（略） 

 

第３　定義及び対象医療 

　１～５（略） 

　６　本事業による給付の対象となる医療は、次のいずれかの医療

（（１）については、一部負担額が健康保険法施行令（大正１５年勅

令第２４３号）第４１条第７項等に規定する特定疾病給付対象療養に

係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。）のうち、当該医療

の行われた月以前の 24月以内に、次のいずれかの医療を受けた月数

（医療保険各法（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号）第７条第１項に規定する医療保険各法をいう。）又は高齢

者の医療の確保に関する法律の規定による外来に係る年間の高額療養

費の支給により、対象患者が肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝

がん外来関係医療について自己負担を行わなかった月数を除く。以下

同じ。）が既に１月以上ある場合であって、第３の７で定める指定医

療機関又は保険薬局において当該医療を受けた月のものとする。 

　　（以下略） 

　７　この実施要綱において「指定医療機関」とは、日本肝臓学会肝臓専

門医もしくは日本消化器病学会消化器病専門医が所属し、肝がん・重

度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療を適切に行うことができ、か

つ、本事業の実施に協力することができる保険医療機関（原則として

高知県に住所をもつものに限る。）で、第 11 により知事が指定した医

療機関をいう。　（以下略） 

高知県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 

 

第１～第２（略） 

 

第３　定義及び対象医療 

　１～５（略） 

　６　本事業による給付の対象となる医療は、次のいずれかの医療

（（１）については、一部負担額が健康保険法施行令（大正１５年勅

令第２４３号）第４１条第７項等に規定する特定疾病給付対象療養に

係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。）のうち、当該医療

の行われた月以前の 24月以内に、次のいずれかの医療を受けた月数

（医療保険各法（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号）第７条第１項に規定する医療保険各法をいう。以下同

じ。）又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による外来に係る

年間の高額療養費の支給により、対象患者が肝がん・重度肝硬変入院

関係医療及び肝がん外来関係医療について自己負担を行わなかった月

数を除く。）が既に１月以上ある場合であって、第３の７で定める指

定医療機関又は保険薬局等において当該医療を受けた月のものとす

る。　（以下略） 

　７　この実施要綱において「指定医療機関」とは、日本肝臓学会肝臓専

門医もしくは日本消化器病学会消化器病専門医が所属し、肝がん・重

度肝硬変入院医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協

力することができる保険医療機関（原則として高知県に住所をもつも

のに限る。）で、第 11により知事が指定した医療機関をいう。 

　　（以下略） 

（旧）（新）



 第４　対象患者 

この事業の対象となる患者は、第３の６に掲げる対象医療を必要と

する肝がん・重度肝硬変患者であって、以下のすべての要件に該当

し、第７の２により知事の認定を受けた者とする。 

１　医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の

医療の確保に関する法律の規定による被保険者のうち、指定医療機関

又は保険薬局において肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医

療に関し医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に

よる給付を受けている者とする。ただし、他の法令等の規定により国

又は地方公共団体の負担により、肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝

がん外来医療に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度

において、支給しないものとする。 

２～３（略） 

 

第５　（略） 

 

第６　医療給付の申請 

１　第３に定める医療の給付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、別紙様式１による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参

加者証交付申請書（以下「交付申請書」という。）に以下の（１）か

ら（５）に掲げる書類等を添えて知事に申請しなければならない。ま

た、マイナンバーを用いた情報連携を実施することが可能な場合に

は、別紙様式 11 によるマイナンバーの利用等の取り扱いに関する同

意書により、提出書類の一部を省略することができる。 

 

第４　対象患者 

この事業の対象となる患者は、第３の６に掲げる対象医療を必要と

する肝がん・重度肝硬変患者であって、以下のすべての要件に該当

し、第７の２により知事の認定を受けた者とする。 

　１　医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の

医療の確保に関する法律の規定による被保険者のうち、指定医療機関

又は保険薬局等において肝がん・重度肝硬変入院医療又は外来医療に

関し医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による

給付を受けている者とする。ただし、他の法令等の規定により国又は

地方公共団体の負担により、肝がん・重度肝硬変入院医療に関する給

付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しないも

のとする。 

　２～３（略） 

 

第５　（略） 

 

第６　医療給付の申請 

１　第３に定める医療の給付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、別紙様式１による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参

加者証交付申請書（以下「交付申請書」という。）に以下の（１）か

ら（３）の区分により、それぞれに掲げる書類を添えて知事に申請し

なければならない。なお、65 歳以上 75 歳未満の者が、後期高齢者医

療制度に加入している場合は、（３）75 歳以上の申請者の例によるも

のとする。 

（１）70歳未満の申請者 



 （１）別紙様式２による臨床調査個人票及び同意書（臨床調査個人票

については指定医療機関の医師、同意書については原則として対

象患者本人が記入したもの。以下「個人票等」という。） 

（２）マイナポータルからアクセスできる医療保険の「限度額適用認

定証関連の情報」の画面のほか、限度額適用認定証又は限度額適

用・標準負担額減額認定証（以下「限度額適用認定証等」とい

う。）の写し、限度額適用認定証等の適用区分が記載されている

資格確認書の写しなど、申請者の限度額適用認定証等の適用区分

を確認することができるもの 

（３）別紙様式６－１及び６－２による肝がん・重度肝硬変治療研究

促進事業医療記録票（以下「医療記録票」という。）の写し並び

に領収書及び診療明細書その他の別紙様式６－２に記載の事項を

確認することができる書類等（第３の６に定める対象医療を受け

ようとする日の属する月以前の 24月以内に、第３の６（１）か

ら（３）までに掲げる医療を受けた月数が既に１月以上あること

が記録されているものをいう。以下、第６の１・２、第 10 の

１・２（２）第 11の６及び第 13において「医療記録票の写し

等」という。） 

（４）核酸アナログ製剤治療について「肝炎治療特別促進事業の実務

上の取扱い」（平成２０年３月３１日健疾発第０３３１００３号

厚生労働省健康局疾病対策課長通知。以下「肝炎治療実務上の取

扱い」という。）別紙様式４－２による肝炎治療受給者証の交付

を受けた者（以下「肝炎治療受給者証被交付者」という。）にあ

っては、肝炎治療実務上の取扱い別紙様式例５による肝炎治療自

己負担限度月額管理票であって、第３の６に定める対象医療を受

ア　別紙様式２による臨床調査個人票及び同意書（臨床調査個人

票については指定医療機関の医師、同意書については原則とし

て対象患者本人が記入したもの。以下「個人票等」という。） 

イ　医療保険の資格情報が確認できる書類 

ウ　限度額適用認定又は限度額適用・標準負担額減額認定（以下

「限度額適用認定証等」という。）の写し 

エ　申請者の住民票の写し 

 

 

オ　別紙様式６－１及び６－２による肝がん・重度肝硬変治療研

究促進事業医療記録票の写し並びに領収書及び診療明細書その

他の別紙様式６－２に記載の事項を確認することができる書類

等（医療の給付を受けようとする日の属する月以前の 24月以

内に、保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院関係医療

（高額療養費が支給されるものに限る。）を受けた月数が既に

１月以上あることが記録されているものをいう。以下、第６の

１・２、第 10 の１・２（２）、第 11 の６及び第 13において

「医療記録票の写し等」という。） 

カ　核酸アナログ製剤治療について「肝炎治療特別促進事業の実

務上の取扱い」（平成２０年３月３１日健疾発第０３３１００

３号厚生労働省健康局疾病対策課長通知。以下「肝炎治療実務

上の取扱い」という。）別紙様式例４－２による肝炎治療受給

者証の交付を受けた者（以下「肝炎治療受給者証被交付者」と

いう。）にあっては、肝炎治療実務上の取扱い別紙様式例５に

よる肝炎治療自己負担限度月額管理票であって、第３の６に定



 けようとする日の属する月以前の 24月以内の自己負担額等が記

録されているもの（以下「肝炎治療月額管理票」という。）の写

し 

（５）非課税証明書類や住民票の写しなど、知事が申請内容の審査に

必要と認める書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

める対象医療を受けようとする日の属する月以前の 24 月以内

の自己負担額等が記録されているもの（以下「肝炎治療月額管

理票」という。）の写し 

キ　別紙様式 11 による医療保険上の所得区分に関する情報を受

診者の加入する医療保険の保険者（後期高齢者広域連合を含

む。）が知事に情報提供することに同意する旨の書類（以下

「同意書」という。） 

ク　知事が申請内容の審査に必要と認める書類等 

 

（２）70歳以上 75 歳未満の申請者 

ア　個人票等 

イ　医療保険の資格情報が確認できる書類 

ウ　限度額適用認定等の写し（但し、所得区分が一般にあたる者

を除く） 

エ　所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税

課税・非課税証明書類 

オ　申請者の住民票の写し。ただし、所得区分が一般にあたる者

は、申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者につい

て記載のある住民票の写し 

カ　医療記録票の写し等 

キ　肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証被交付者にあっては、肝

炎治療月額管理票の写し 

ク　同意書 

（３）75歳以上の申請者 

ア　個人票等 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　２　第５の２ただし書により、更新の申請を行う場合には、第６の１に

掲げる書類等（個人票等を除く。）、第７の２（５）により交付された

参加者証の写しを添えて知事に申請しなければならない。また、マイ

ナンバーを用いた情報連携を実施することが可能な場合には、別紙様

式 11によるマイナンバーの利用等の取り扱いに関する同意書の提出

により、これらの提出書類の一部を省略することができる。 

 

 

 

 

 

イ　医療保険の資格情報が確認できる書類 

ウ　限度額適用認定等の写し（但し、所得区分が一般にあたる者

を除く） 

エ　所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税

課税・非課税証明書類 

オ　申請者の住民票の写し。ただし、所得区分が一般にあたる者

は、申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者につい

て記載のある住民票の写し 

カ　医療記録票の写し等 

キ　肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証被交付者にあっては、肝

炎治療月額管理票の写し 

ク　同意書 

ケ　知事が申請内容の審査に必要と認める書類等 

 

　２　第５の２ただし書により、更新の申請を行う場合には、交付申請書

に以下の（１）から（３）の区分により、それぞれ掲げる書類を添え

て知事に申請しなければならない。 

（１）70歳未満の申請者 

ア　別紙様式３による参加者証（以下「参加者証」という。）の

写し 

イ　医療保険の資格情報が確認できる書類 

ウ　申請者の住民票の写し 

エ　医療記録票の写し等 

オ　所得区分がオにあたる被用者保険（健康保険、船員保険及び

共済組合等。以下同じ。）の者は、被保険者の非課税証明書類 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ　所得区分がエ又はオにあたる国民健康保険組合の者は、本人

及び世帯全員の課税・非課税証明書類 

キ　肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証被交付者にあっては、肝

炎治療月額管理票の写し 

（２）70歳以上 75 歳未満の申請者 

ア　参加者証の写し 

イ　医療保険の資格情報が確認できる書類 

ウ　申請者の住民票の写し（ただし、国民健康保険組合の者及び

所得区分が低所得Ⅰにあたる被用者保険の者は、申請者及び申

請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民

票の写し） 

エ　医療記録票の写し等 

オ　所得区分が低所得Ⅱにあたる被用者保険の者は、被保険者の

非課税証明書類 

カ　所得区分が低所得Ⅰにあたる被用者保険の者は、被保険者及

び被扶養者の非課税証明書類 

キ　国民健康保険組合の者は、申請者及び世帯全員の住民税課

税・非課税証明書類 

ク　肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証被交付者にあっては、肝

炎治療月額管理票の写し 

（３）75歳以上の申請者 

ア　参加者証の写し 

イ　医療保険の資格情報が確認できる書類 

ウ　申請者の住民票の写し 

エ　医療記録票の写し等 



  

 

 

第７　認定 

　１　知事は、指定医療機関の医師が作成した個人票等及び医療記録票の

写し等を基に、対象患者の認定を行うものとする。認定を行うに当た

っては、事業の適正かつ円滑な実施を図るため、高知県感染症対策連

携協議会肝炎対策部会において審査するものとする。 

　２　対象患者の認定及び参加者証の交付手続き等 

　　（１）（略） 

　　（２）知事は、１に定める認定を行う際には、個人票等に基づき、別

添 1に定める診断・認定基準に該当する患者であることを適正に

認定するものとする。この場合において、知事は、必要と認める

ときは、高知県感染症対策連携協議会肝炎対策部会に意見を求め

るものとする。 

　　（３）知事は、１に定める認定を行う際には、第３の６に定める対象

医療を受けようとする日の属する月以前の 24 月以内に、第３の

６（１）から（３）までに掲げる医療を受けた月数が既に１月以

上あることを確認するものとする。 

 

　　（４）知事は、１に定める認定を行う際には、第６の１（２）の書類

等に基づき、申請者が第４の２の表の階層区分に該当する者であ

ることを確認した上で、（２）による認定及び（３）による確認

が行われた当該申請者に適用される所得区分について参加者証の

適用区分欄に記載を行うものとする。なお、低所得者区分（所得

オ　肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証被交付者にあっては、肝

炎治療月額管理票の写し 

 

第７　認定 

　１　知事は、指定医療機関の医師が作成した個人票等及び医療記録票の

写し等を基に、対象患者の認定を行うものとする。認定を行うに当た

っては、事業の適正かつ円滑な実施を図るため、高知県感染症対策協

議会肝炎対策部会において審査するものとする。 

　２　対象患者の認定及び参加者証の交付手続き等 

　　（１）（略） 

　　（２）知事は、１に定める認定を行う際には、個人票等に基づき、別

添 1に定める診断・認定基準に該当する患者であることを適正に

認定するものとする。この場合において、知事は、必要と認める

ときは、高知県感染症対策協議会肝炎対策部会に意見を求めるも

のとする。 

　　（３）知事は、１に定める認定を行う際には、医療の給付を受けよう

とする日の属する月以前の 24 月以内に、保険医療機関において

肝がん・重度肝硬変治療入院関係医療（高額療養費が支給される

ものに限る。）を受けた月数が既に１月以上あることを確認する

ものとする。 

　　（４）知事は、１に定める認定を行う際には、限度額適用認定等、高

齢受給者証又は医療保険の資格情報が確認できる書類その他所得

の状況を把握できる書類に基づき、申請者が第４の２の表の階層

区分に該当する者であることを確認した上で、（２）による認定

及び（３）による確認が行われた申請者が加入する保険者に対



 区分における 70歳未満の市町村民税世帯非課税者並びに 70歳以

上の低所得者Ⅰ及び低所得者Ⅱをいう。）に該当すると思われる

被用者保険（健康保険、船員保険及び共済組合等）に加入する申

請者が、参加者証の交付申請に併せて任意で限度額適用・標準負

担額減額認定を受けようとする場合には、第４の２の表の階層区

分に該当する者であることを確認した上で、（２）による認定及

び（３）による確認が行われた申請者が加入する医療保険者に対

し、所得区分の認定を行うために必要な資料等を添えて照会を行

い、当該申請者に適用される所得区分について参加者証の適用区

分欄に記載を行うものとする。 

　　（５）知事は、（４）により所得区分に係る記載を行った申請者を対

象患者と認定したときは、速やかに申請者に対し、別紙様式３に

よる参加者証を交付するものとする（以下、参加者証の交付を受

けた者を「参加者」という。）とともに、臨床調査個人票に記載

のある指定医療機関に対してその旨を通知する。 

　 

３（略） 

 

第８　（略） 

 

第９　医療記録票の管理 

　１～３　（略） 

　４　肝がん・重度肝硬変患者は、指定医療機関又は保険薬局等が記入し

た別紙様式６－１及び自ら記入した別紙様式６－２による医療記録票

並びに領収書及び診療明細書その他の別紙様式６－２に記載の事項を

し、医療保険における所得区分の認定を行うために必要な書類等

を添えて照会を行い、当該申請者に適用される医療保険における

所得区分について参加者証の適用区分欄に記載を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

　　（５）知事は、（４）により医療保険における所得区分に係る記載を

行った申請者を対象患者と認定したときは、速やかに申請者に対

し、別紙様式３による参加者証を交付するものとする（以下、参

加者証の交付を受けた者を「参加者」という。）とともに、臨床

調査個人票に記載のある指定医療機関に対してその旨を通知す

る。 

　３（略） 

 

第８　（略） 

 

第９　医療記録票の管理 

　１～３　（略） 

　４　肝がん・重度肝硬変患者は、指定医療機関又は保険薬局等が記入し

た別紙様式６－１及び自ら記入した別紙様式６－２による肝がん・重

度肝硬変治療研究促進事業医療記録票並びに領収書及び診療明細書そ



 確認することができる書類を適切に管理するものとする。 

 

 

第 10　対象患者への助成額の計算方法 

　１～４（略） 

　５．対象患者が第５の１の（１）により自己負担額の軽減を受けること

ができない場合の取扱い及び第 10の１から４に定める助成額の請求

方法 

　　（１）（略） 

（２）（１）による請求又は第 10の１から４に定める助成額について

請求を行おうとする者（以下「請求者」という。）は、別紙様式７

による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求

書に、次に掲げる書類等を添えて、請求者が居住する都道府県の

知事に申請するものとする。 

　　　　ア　請求者の限度額適用認定証等の適用区分を確認することが

できるもの 

イ　請求者の参加者証の写し 

ウ　医療記録票の写し等 

エ　当該月において受診した全ての保険医療機関及び保険薬局

が発行した領収書、診療明細書及び調剤明細書 

オ　肝炎治療受給者証被交付者にあっては、肝炎治療月額管理票

の写し（ただし、（１）による請求の場合を除く） 

カ　その他、知事が申請内容の審査に必要と認める書類等 

　（３）　（略） 

 

の他の別紙様式６－２に記載の事項を確認することができる書類を適

切に管理するものとする。 

 

第 10　対象患者への助成額の計算方法 

　１～４（略） 

　５．対象患者が第５の１の（１）により自己負担額の軽減を受けること

ができない場合の取扱い及び第５に定める助成額の請求方法 

 

　　（１）略 

（２）（１）による請求又は第５に定める助成額について請求を行お

うとする者（以下「請求者」という。）は、別紙様式例７による肝

がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書に、次

に掲げる書類を添えて、請求者が居住する都道府県の知事に申請

するものとする。 

　　　ア　医療保険の資格情報が確認できる書類 

イ　請求者の参加者証の写し 

ウ　医療記録票の写し等 

エ　当該月において受診した全ての保険医療機関及び保険薬局等

が発行した領収書、診療明細書及び調剤明細書 

オ　肝炎治療受給者証被交付者にあっては、肝炎治療月額管理票の

写し（ただし、（１）による請求の場合を除く） 

カ　その他、知事が申請内容の審査に必要と認める書類等 

 

　　（３）　（略） 

 



 第 11　指定医療機関の指定及び役割 

　１　第３の７の定めによる指定医療機関の指定を受けようとする保険医

療機関は、別紙様式８による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指

定医療機関指定申請書（以下「指定申請書」という。）を知事に提出

するものとする。 

 

第 12　対象医療及び認定基準等の周知等 

知事は、本事業の適正な運用を確保するために保険医療機関及び保

険薬局に対して本事業の対象医療及び診断・認定基準等の周知に努め

る。 

また、知事は、指定医療機関に対して定期的な指導・助言を行うよ

う努めるとともに、本事業を適正に実施していない指定医療機関に対

して、本事業の適正な推進に必要な措置を講じるものとする。 

 

第 13　県外から転入または県外へ転出した場合の取扱い 

１　他の都道府県で参加者証の交付を受けていた参加者が高知県に転入

し、引き続き当該参加者証の交付を受けようとする場合には、参加者

は、転入日の属する月の翌月末日までに、（１）から（４）に掲げる

書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）転入前に交付されていた参加者証 

（２）変更部分を記載した交付申請書 

（３）第６の１に掲げる書類（個人票等、医療記録票の写し等及び肝

炎治療月額管理票の写しを除く） 

（４）マイナンバーを用いた情報連携を実施することが可能な場合に

は別紙様式 11によるマイナンバーの利用等の取り扱いに関する

第 11　指定医療機関の指定及び役割 

　１　第３の７の定めによる指定医療機関の指定を受けようとする保険医

療機関は、別紙様式例８による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

指定医療機関指定申請書（以下「指定申請書」という。）を知事に提

出するものとする。 

 

第 12　対象医療及び認定基準等の周知等 

知事は、本事業の適正な運用を確保するために保険医療機関及び保

険薬局等に対して本事業の対象医療及び診断・認定基準等の周知に努

める。 

また、知事は、指定医療機関に対して定期的な指導・助言を行うよ

う努めるとともに、本事業を適正に実施していない指定医療機関に対

して、本事業の適正な推進に必要な措置を講じるものとする。 

 

第 13　県外から転入または県外へ転出した場合の取扱い 

１　他の都道府県で参加者証の交付を受けていた参加者が高知県に転入

し、引き続き当該参加者証の交付を受けようとする場合には、参加者

は、転入日の属する月の翌月末日までに、（１）から（３）に掲げる

書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）転入前に交付されていた参加者証 

（２）変更部分を記載した交付申請書 

（３）第６の１の（１）から（３）の区分によりそれぞれに掲げる書

類（個人票等及び入院記録票の写し等を除く） 

 

 



 同意書（ただし、マイナンバーの利用に同意しない場合は除く） 

２　知事は、当該提出があった旨を転出元の都道府県知事に伝達すると 

ともに、転出日の属する月の転出日前に肝がん・重度肝硬変入院関係 

医療又は肝がん外来関係医療が行われていない場合は、第３の６に定 

める医療に要した医療費のうち、第５の１の（２）に定める金額又は 

第 10の１から４に定める助成額を負担することとし、速やかに当該 

患者に対し、別紙様式３による参加者証を交付するものとする。ま 

た、転出元の都道府県知事から、個人票等の送付を受け取る。 

なお、この場合における参加者証の有効期間は、転出日からとする

のを原則として、転出前に交付されていた参加者証の有効期間の終期

までとする。 

　３（略） 

 

第 14～第 19（略） 

 

附　則 

　　　この要綱の一部改正は、令和８年３月 19日から施行し、令和８年

３月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　知事は、当該提出があった旨を転出元の都道府県知事に伝達すると

ともに、転出日の属する月の転出日前に肝がん・重度肝硬変入院関係

医療が行われていない場合は、第３の６に定める医療に要した医療費

のうち、第５の１の（２）に定める金額を負担することとし、速やか

に当該患者に対し、別紙様式３による参加者証を交付するものとす

る。また、転出元の都道府県知事から、個人票等の送付を受け取る。 

なお、この場合における参加者証の有効期間は、転出日からとする 

のを原則として、転出前に交付されていた参加者証の有効期間の終期

までとする。 

 

３（略） 

 

第 14～第 19（略） 

 

附　則 

　　　この要綱の一部改正は、令和６年 12 月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （別添１） 

　肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）の診断・認定基準 

 

医師が肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）と診断し、臨床調査個人

票を作成し、それに基づき都道府県知事が認定する際の基準を以下の通り

定める。 

 

○ウイルス性であることの診断・認定 

１）「Ｂ型肝炎ウイルス性」であることは、HBs 抗原陽性又は HBV-DNA 陽

性のいずれかを確認する。 

*Ｂ型慢性肝炎の HBs 抗原消失例を考慮し、HBs 抗原陰性であっても過去

に半年以上継続する HBs 抗原陽性が認められるものは、含まれること

とする。 

　２）「Ｃ型肝炎ウイルス性」であることは、HCV 抗体陽性（HCV-RNA 陰性

でも含む）又は HCV-RNA 陽性のいずれかを確認する。 

 

○肝がんであることの診断・認定（略） 

 

○重度肝硬変（非代償性肝硬変）であることの診断・認定 

現在あるいは以前に重度肝硬変（非代償性肝硬変）であることを、次の

いずれかの基準で判定する。 
 ・Child-Pugh score　7 点以上 

・別添３の２に定める「重度肝硬変（非代償性肝硬変）の医療行為」又

は、４に定める「重度肝硬変（非代償性肝硬変）治療の医療行為と判

断する薬剤等（一般名）」のいずれかの治療歴を有する。 

（別添１） 

　肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）の診断・認定基準 

　 

医師が肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）と診断し、臨床調査個人

票を作成し、それに基づき都道府県知事が認定する際の基準を以下の通り

定める。 

 

○ウイルス性であることの診断・認定 

１）「Ｂ型肝炎ウイルス性」であることは、HBs 抗原陽性あるいは HBV-DNA

陽性、のいずれかを確認する。 

*Ｂ型慢性肝炎の HBs 抗原消失例を考慮し、HBs 抗原陰性であっても過去

に半年以上継続する HBs 抗原陽性が認められるものは、含まれること

とする。 

　２）「Ｃ型肝炎ウイルス性」であることは、HCV 抗体陽性（HCV-RNA 陰性 
でも含む）あるいは HCV-RNA 陽性、のいずれかを確認する。 

 

○肝がんであることの診断・認定（略） 

 

○重度肝硬変（非代償性肝硬変）であることの診断・認定 

現在あるいは以前に重度肝硬変（非代償性肝硬変）であることを、次の 
いずれかの基準で判定する。 
 ・Child-Pugh score　7 点以上 

・別添３の２に定める「重度肝硬変（非代償性肝硬変）の医療行為」ま

たは、４に定める「重度肝硬変（非代償性肝硬変）治療の医療行為と

判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有する。 



 （別添２）（略） 

 

（別添３） 

　肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）の治療目的の 

入院と判断するための医療行為の例示 

 

１～２（略） 

３．肝がんの医療行為と判断する薬剤等（一般名） 

（１）化学療法 

殺細胞性抗癌剤：エピルビシン、ドキソルビシン、シスプラチン、ミリ

プラチン、マイトマイシン C、フルオロウラシル、ゲムシタビン、テガ

フール・ウラシル等 

分子標的治療薬：ソラフェニブ、レゴラフェニブ、レンバチニブ、カボザ 

ンチニブ、ラムシルマブ、ベバシズマブ等 

　　　　　　　　アテゾリズマブ、デュルバルマブ、トレメリムマブ、 

ペムブロリズマブ等 

（２）（略） 

 

４～５（略） 

 

 

 

 

 

 

（別添２）（略） 

 

（別添３） 

　肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）の治療目的の 

入院と判断するための医療行為一覧 

 

１～２（略） 

３．肝がんの医療行為と判断する薬剤等（一般名） 

（１）化学療法 

殺細胞性抗癌剤：エピルビシン、ドキソルビシン、シスプラチン、ミリ

プラチン、マイトマイシン C、フルオロウラシル、ゲムシタビン、テガ

フール・ウラシル等 

分子標的治療薬：ソラフェニブ、レゴラフェニブ、レンバチニブ等 
 

 

 

（２）（略） 

 

４～５（略） 

 

 

 

 

 

 



 （別添４） 

　　　　　肝がん外来医療に該当する医療行為 

 

１．肝がん外来医療に該当する医療行為 

　（１）分子標的薬を用いた化学療法 

　　○対象とする薬剤（一般名） 

分子標的治療薬：ソラフェニブ、レゴラフェニブ、レンバチニブ、

カボザンチニブ、ラムシルマブ、ベバシズマブ等 

　　　　　　　　　　　アテゾリズマブ、デュルバルマブ、トレメリムマ

ブ、ペムブロリズマブ等 

 

　（２）～（４）（略） 

 

２．（略） 

（別添４） 

　　　　　肝がん外来医療に該当する医療行為 

 

１．肝がん外来医療に該当する医療行為 

　（１）分子標的薬を用いた化学療法 

　　○対象とする薬剤（一般名） 

　　　分子標的治療薬：ソラフェニブ、レゴラフェニブ、レンバチニブ、

アテゾリズマブ等 

 

 

 

　（２）～（４）（略） 

 

２．（略） 



 別紙様式１ 

別紙様式２（略） 

別紙様式１ 

別紙様式２（略） 



 別紙様式３（表面） 

 

別紙様式３（表面） 



 別紙様式３（裏面） 

別紙様式４～５（略） 

別紙様式３（裏面） 

別紙様式４～５（略） 



 別紙様式６－１ 

 

別紙様式６－１ 

■変更点 
（旧）被保険者証の記号・番号 
（新）記号・番号



 別紙様式６－２ 別紙様式６－２ 



 別紙様式７ 別紙様式７ 



 別紙様式８ 

別紙様式９～10（略） 

別紙様式８ 

別紙様式９～10（略） 



 別紙様式 11 別紙様式 11 



 




